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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薬液が貯留される薬液貯留部と、
　前記薬液貯留部よりも高い位置に設けられた、内視鏡が洗浄消毒される洗浄消毒槽と、
　一端が前記薬液貯留部に連通し、他端が前記洗浄消毒槽に向かって開口された、前記薬
液貯留部から前記洗浄消毒槽まで前記薬液が通過する薬液供給管路と、
　前記薬液供給管路を介して前記薬液貯留部から前記洗浄消毒槽に向けて重力に逆らう流
れで前記薬液を送液するよう駆動する薬液供給部材と、
　前記薬液供給管路の内部に設けられた薬液受け止め部材と、
　前記薬液供給管路において、前記薬液受け止め部材と前記他端の前記開口との間の位置
に設けられた、蓋体により開閉自在な薬液採取口と、
　を具備し、
　前記薬液受け止め部材は、前記薬液貯留部から前記洗浄消毒槽に向かって流れる前記薬
液は通過させ、前記薬液貯留部から前記洗浄消毒槽に送液された前記薬液の内、前記薬液
供給部材の駆動停止に伴い前記他端の前記開口から前記洗浄消毒槽に供給されずに重力落
下した前記薬液を受け止める逆止弁であることを特徴とする内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項２】
　前記薬液供給管路における前記他端の前記開口を有する他端側の少なくとも一部は、前
記洗浄消毒槽よりも高く位置しているとともに、前記他端側は、前記他端が前記洗浄消毒
槽に向かって開口されるよう一部が折り曲げられて形成されており、
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　前記薬液採取口は、前記他端の前記開口よりも高く位置する前記薬液供給管路の前記他
端側の頂部に形成されていることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項３】
　前記薬液採取口は、前記薬液採取口から前記薬液受け止め部材までの部位における前記
薬液供給管路において、前記薬液供給管路の管路中心よりも、前記他端から前記薬液供給
管路の径方向に離間する側に偏芯して位置していることを特徴とする請求項２に記載の内
視鏡洗浄消毒装置。
【請求項４】
　前記薬液供給管路において、前記薬液採取口から前記薬液受け止め部材までの部位は、
直線形状を有していることを特徴とする請求項３に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項５】
　前記薬液供給管路において、前記薬液採取口から前記薬液受け止め部材までの前記部位
には、前記薬液供給管路の前記一端から前記他端まで前記薬液が通過する第１の流路と、
前記第１の流路に連通する前記薬液採取口と前記薬液受け止め部とを直線状に結ぶ第２の
流路とが形成されており、
　前記薬液受け止め部材によって受け止められた前記薬液は、少なくとも前記第２の流路
に貯留されていることを特徴とする請求項２に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項６】
　前記薬液供給管路において、前記薬液供給管路における前記薬液採取口から前記薬液受
け止め部材までの部位における外装に、前記薬液受け止め部材によって貯留された前記薬
液の液面レベルを告知する指標が形成されていることを特徴とする請求項２に記載の内視
鏡洗浄消毒装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薬液供給部材の駆動により薬液貯留部から薬液供給管路を介して洗浄消毒槽
に薬液を供給する内視鏡洗浄消毒装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡洗浄消毒装置を用いた内視鏡の薬液処理は、内視鏡が収納された洗浄消毒槽に、
薬液貯留部から薬液供給管路を介して薬液が供給されることにより行われる。
【０００３】
　また、内視鏡の薬液処理を確実に行うためには薬液の濃度管理が重要なことから、薬液
濃度のチェックは、薬液処理工程毎に行われるのが一般的である。
【０００４】
　薬液濃度のチェックは、日本国特開２０１０－５１５７４号公報に示すように洗浄消毒
槽よりも下方に薬液貯留部が設けられた内視鏡洗浄消毒装置において、薬液貯留部の薬液
抜き取り孔から薬液を規定量抜き取り、抜き取った薬液に対し試験紙を浸して試験紙の色
の変化を観察したり、抜き取った薬液の濃度を、濃度測定装置を用いて数値化したりする
等によって行われる。
【０００５】
　しかしながら、日本国特開２０１０－５１５７４号公報に示された内視鏡洗浄消毒装置
のように、薬液貯留部が洗浄消毒槽よりも下方に設けられていると、薬液貯留部の薬液抜
き取り孔から薬液を抜き取る際、作業者は、しゃがまなければならず作業性が悪いといっ
た問題があった。
【０００６】
　このような問題に鑑み、薬液貯留部を内視鏡洗浄消毒装置の上部側に設ける構成も考え
られるが、この構成では内視鏡洗浄消毒装置にセットされた薬液ボトルから重力を用いて
薬液を薬液貯留部に供給することが難しくなってしまう。
【０００７】
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　また、内視鏡洗浄消毒装置の洗浄消毒槽を塞ぐトップカバーに設けられた臭気フィルタ
ーを外して、洗浄消毒工程中に臭気フィルターの開口を介して洗浄消毒槽から薬液を抜き
取る、または洗浄消毒槽に直接試験紙を挿入する手法も考えられる。
【０００８】
　しかしながら、この手法では、作業者が洗浄消毒工程のスタートボタンを押下した後、
洗浄消毒槽に薬液が貯留されるまで時間がかかることから、薬液濃度チェックを始めるま
での待ち時間が長く作業性が悪いといった問題があった。
【０００９】
　さらには、薬液供給管路や、薬液貯留部、洗浄消毒槽等に、別途薬液抜き取り用の管路
を設け、該抜き取り管路を介して薬液を抜き取る構成も考えられるが、この構成では、内
視鏡洗浄消毒装置内の管路構成が複雑になる他、製造コストが増大してしまうといった問
題があった。
【００１０】
　本発明は、上記問題点に鑑みなされたものであり、簡単かつ安価に、作業性良く薬液の
濃度をチェックすることができる構成を具備する内視鏡洗浄消毒装置を提供することを目
的とする。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の一態様における内視鏡洗浄消毒装置は、薬液が貯留される薬液貯留部と、前記
薬液貯留部よりも高い位置に設けられた、内視鏡が洗浄消毒される洗浄消毒槽と、一端が
前記薬液貯留部に連通し、他端が前記洗浄消毒槽に向かって開口された、前記薬液貯留部
から前記洗浄消毒槽まで前記薬液が通過する薬液供給管路と、前記薬液供給管路を介して
前記薬液貯留部から前記洗浄消毒槽に向けて重力に逆らう流れで前記薬液を送液するよう
駆動する薬液供給部材と、前記薬液供給管路の内部に設けられた薬液受け止め部材と、前
記薬液供給管路において、前記薬液受け止め部材と前記他端の前記開口との間の位置に設
けられた、蓋体により開閉自在な薬液採取口と、を具備し、前記薬液受け止め部材は、前
記薬液貯留部から前記洗浄消毒槽に向かって流れる前記薬液は通過させ、前記薬液貯留部
から前記洗浄消毒槽に送液された前記薬液の内、前記薬液供給部材の駆動停止に伴い前記
他端の前記開口から前記洗浄消毒槽に供給されずに重力落下した前記薬液を受け止める逆
止弁である。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本実施の形態の内視鏡洗浄消毒装置の主要部の構成の概略を示す図
【図２】図１中のII線で囲った部位における薬液供給ノズルの正面図
【図３】図２の薬液供給ノズルの内部構成を示す図
【図４】図１の薬液供給ノズルにおける薬液採取口から試験紙を挿入した状態を概略的に
示す図
【図５】図１の薬液供給管路の他端の開口及び薬液採取口に蓋体が着脱自在な構成を示す
薬液供給ノズルの図
【図６】図１の薬液採取口上に蓋体が載置された際、蓋体に内視鏡洗浄消毒装置のトップ
カバーが当接した状態を示す図
【図７】薬液受け止め部材を容器から構成した変形例を示す図
【図８】薬液採取口から出し入れ自在な薬液受け止め部材となる容器の変形例を示す図
【図９】内視鏡洗浄消毒装置の一例を、トップカバーが開放され、洗浄消毒槽に内視鏡が
収納自在な状態において示す内視鏡洗浄消毒装置の斜視図
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。尚、図面は模式的なものであり
、各部材の厚みと幅との関係、それぞれの部材の厚みの比率などは現実のものとは異なる
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ことに留意すべきであり、図面の相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分
が含まれていることは勿論である。
【００１４】
　図１は、本実施の形態の内視鏡洗浄消毒装置の主要部の構成の概略を示す図、図２は、
図１中のII線で囲った部位における薬液供給ノズルの正面図、図３は、図２の薬液供給ノ
ズルの内部構成を示す図である。
【００１５】
　また、図４は、図１の薬液供給ノズルにおける薬液採取口から試験紙を挿入した状態を
概略的に示す図、図５は、図１の薬液供給管路の他端の開口及び薬液採取口に蓋体が着脱
自在な構成を示す薬液供給ノズルの図、図６は、図１の薬液採取口上に蓋体が載置された
際、蓋体に内視鏡洗浄消毒装置のトップカバーが当接した状態を示す図である。
【００１６】
　図１に示すように、内視鏡洗浄消毒装置１は、薬液Ｓが貯留される薬液貯留部１５を具
備しているとともに、薬液貯留部１５よりも高い位置に、内視鏡１００が洗浄消毒される
洗浄消毒槽４を具備している。尚、薬液Ｓとしては、例えば消毒液が挙げられるが、消毒
液に限定されるものではない。
【００１７】
　また、薬液貯留部１５と洗浄消毒槽４とは、薬液供給管路５によって接続されている。
具体的には、薬液供給管路５の一端５ｉが、例えば薬液貯留部１５内において薬液貯留部
１５に連通され、他端５ｔが洗浄消毒槽４に向かって開口していることにより、薬液貯留
部１５内に貯留された薬液Ｓは、一端５ｉから薬液供給管路５に流入され、薬液供給管路
５を通過して、他端５ｔから洗浄消毒槽４に供給される構成を有している。
【００１８】
　尚、他端５ｔの開口には、図５に示すように、薬液供給管路５内の薬液Ｓの臭気が内視
鏡洗浄消毒装置１外に漏れてしまうのを防ぐ蓋体１７が着脱自在となっている。
【００１９】
　また、蓋体１７は、薬液貯留部１５から薬液供給管路５を介して洗浄消毒槽４に薬液Ｓ
を供給する場合には脱却される。さらに、蓋体１７は、脱却後、紛失してしまうことがな
いよう、薬液供給管路５の他端側に、紐１７ｈ等を介して接続されている。
【００２０】
　さらに、蓋体１７は、後述する蓋体１６に比べ少ない薬液Ｓの圧力で脱却できるよう構
成されている。これは、仮に、作業者が、蓋体１７の脱却を忘れたとしても、蓋体１７が
少ない圧力で脱却できれば、薬液貯留部１５からの薬液Ｓの供給によって、蓋体１７を自
動的に脱却することができるためである。
【００２１】
　薬液供給管路５を介して薬液貯留部１５から洗浄消毒槽４に薬液Ｓを送液するよう駆動
する薬液供給部材７が、例えば薬液供給管路５に配置されている。尚、薬液供給部材７と
しては流体供給ポンプ等が挙げられるが、ポンプに限定されず、薬液貯留部１５を収縮さ
せて薬液Ｓを押し出すものや、薬液貯留部１５内を加圧するもの等であっても構わない。
この場合、薬液供給部７の配置位置は薬液貯留部１５に隣接する。
【００２２】
　また、薬液供給管路５における他端５ｔの開口を有する他端側の少なくとも一部は、洗
浄消毒槽４よりも高く位置しているとともに、他端５ｔが洗浄消毒槽４に向かって開口さ
れるよう一部が折り曲げられて形成されている。薬液供給管路５の他端側の折り曲げられ
た部位は、薬液供給ノズル２３を構成している。即ち、薬液供給ノズル２３は、薬液供給
管路５の一部を構成している。
【００２３】
　薬液受け止め部２７は薬液供給管路５に設けられる。薬液供給部材７としてポンプを用
いる場合、薬液供給管路５の内部において、薬液供給部材７よりも他端５ｔの開口側の位
置、具体的には、薬液供給ノズル２３の内部において、図３に示すように、薬液受け止め
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部材２７が設けられている。
【００２４】
　薬液受け止め部材２７は、薬液供給部材７の駆動に伴って、薬液貯留部１５から洗浄消
毒槽４に送液される薬液Ｓの内、薬液供給部材７の駆動停止に伴い他端５ｔの開口から洗
浄消毒槽４に供給されずに、薬液貯留部１５側に重力落下した薬液Ｓを受け止め、薬液供
給ノズル２３内に、所定量の薬液Ｓを貯留させるものである。
【００２５】
　尚、本実施の形態においては、薬液受け止め部材２７としては、薬液供給管路５におい
て、他端５ｔから一端５ｉに薬液が重力によって逆流するのを抑制する弁部、具体的には
逆止弁や電磁弁等が挙げられるが、電磁弁は、開閉制御が必要となるため、逆止弁のほう
が好ましい。
【００２６】
　また、薬液受け止め部材２７を電磁弁から構成する場合には、電磁弁の閉成は、薬液供
給部材７の駆動停止後、一定時間経過後に行う必要がある。これは、薬液供給部材７をポ
ンプから構成した場合、ポンプの停止スイッチを押下してもポンプは直ぐには停止しない
ことから、ポンプの停止スイッチ押下後、即座に電磁弁を閉成してしまうと、ポンプが故
障してしまう可能性があるためである。
【００２７】
　また、図３～図５に示すように、薬液供給管路５において、薬液受け止め部材２７と他
端５ｔの開口との間の位置、具体的には、薬液供給ノズル２３において、他端５ｔの開口
よりも高く位置する頂部５ｐに、図１～図６に示すように、薬液供給ノズル２３の内部に
外部から連通する薬液採取口５ｋが設けられている。
【００２８】
　尚、薬液採取口５ｋは、薬液供給管路５内の薬液Ｓの臭気が内視鏡洗浄消毒装置１外に
漏れてしまうのを防ぐ蓋体１６によって開閉自在である。また、蓋体１６は、脱却後、紛
失してしまうことがないよう、図２、図４に示すように、薬液供給ノズル２３に紐１６ｈ
等を介して接続されている。
【００２９】
　さらに、蓋体１６は、図６に示すように、薬液採取口５ｋから脱却後、薬液採取口５ｋ
上に載置されていれば、内視鏡洗浄消毒装置１の洗浄消毒槽４を塞ぐ後述するトップカバ
ー３が蓋体１６に当接するとトップカバー３が閉まらないことから、作業者に蓋体１６の
装着忘れを認識させることができる。
【００３０】
　また、図２に示すように、薬液供給ノズル２３の頂部５ｐにおいて、薬液採取口５ｋは
、薬液採取口５ｋの中心Ｃ２が、薬液供給ノズル２３の薬液採取口５ｋから薬液受け止め
部材２７までの部位における管路中心Ｃ１よりも、他端５ｔから薬液供給管路５の径方向
Ｋに離間する側に偏芯して位置している。
【００３１】
　これは、薬液採取口５ｋの中心Ｃ２が管路中心Ｃ１に一致していると、薬液採取口５ｋ
に蓋体１６を装着し忘れた際、薬液貯留部１５から薬液供給管路５を介して洗浄消毒槽４
に薬液Ｓを供給している最中に、薬液採取口５ｋから薬液Ｓが吹き出してしまう可能性が
ある他、薬液採取口５ｋに蓋体１６が装着されていたとしても、水圧により、蓋体１６が
外れてしまう可能性があるためである。
【００３２】
　薬液採取口５ｋは、薬液供給ノズル２３の内部に、テストストリップ等の試験紙７０を
導入して、薬液受け止め部材２７によって薬液供給ノズル２３内に貯留された薬液Ｓに試
験紙７０の先端側を浸漬させる際、試験紙７０が通過する開口である。
【００３３】
　尚、薬液採取口５ｋは試験紙７０に限定されず、薬液供給ノズル２３の内部から直接、
薬液Ｓを採取するためのピペット等が通過する開口であってもよい。
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【００３４】
　また、薬液供給ノズル２３の内部において、薬液採取口５ｋから薬液受け止め部材２７
までの部位は、直線形状を有していることが好ましい。
【００３５】
　これは、薬液採取口５ｋから薬液受け止め部材２７までの部位が直線形状を有している
と、薬液採取口５ｋを介して、ピペット等により、薬液受け止め部材２７によって薬液供
給ノズル２３内に貯留された薬液Ｓを直接採取する際、ピペット等を薬液採取口５ｋ内に
挿入後、直進させれば良いから、容易に、ピペットの先端を薬液Ｓまで接触させることが
できるためである。即ち、特殊な採取器具を用いることなく、既存の採取器具で薬液Ｓの
採取が可能となるためである。
【００３６】
　また、図３～図５に示すように、薬液供給ノズル２３の内部において、薬液採取口５ｋ
から薬液受け止め部材２７までの部位には、薬液供給管路５の一端５ｉから他端５ｔまで
薬液Ｓが通過する流路の一部を構成する第１の流路２３ｆと、第１の流路２３ｆに連通す
る薬液採取口５ｋと薬液受け止め部材２７とを直線状に結ぶ第２の流路２３ｓとが形成さ
れている。
【００３７】
　尚、第２の流路２３ｓは、薬液採取口５ｋから挿入された試験紙７０や、ピペット等の
採取器具が通過する流路となっている。よって、薬液受け止め部材２７によって、薬液供
給ノズル２３の内部に貯留される薬液Ｓは、少なくとも第２の流路２３ｓに貯留されてい
ればよい。
【００３８】
　また、第２の流路２３ｓは、第１の流路２３ｆと連通していることにより、薬液供給管
路５の一端５ｉから他端５ｔまで薬液Ｓが供給されている際は、常に、薬液Ｓは、図３、
図５に示すように第１の流路２３ｆと第２の流路２３ｓとの間を循環することから、第２
の流路２３ｓに古い薬液Ｓが残留してしまうことない。即ち、第２の流路２３ｓには、常
時、新しい薬液Ｓが貯留される構成となっている。
【００３９】
　さらに、第２の流路２３ｓも、薬液採取口５ｋと同様に、中心が、管路中心Ｃ１から径
方向Ｋにおいて、他端５ｔから離間する側に偏芯して位置している。
【００４０】
　この第２の流路２３ｓが偏芯していることと、薬液供給ノズル２３の内部に、２つの流
路２３ｆ、２３ｓが設けられていることにより、薬液採取口５ｋに蓋体１６を装着し忘れ
たとしても、薬液貯留部１５から薬液供給管路５を介して洗浄消毒槽４に薬液Ｓを供給し
ている最中に、薬液採取口５ｋから薬液Ｓが吹き出してしまうことを防ぐことができ、さ
らには、薬液採取口５ｋに蓋体１６が装着されていたとしても、水圧により、蓋体１６が
外れてしまうことを防止することができる。
【００４１】
　これは、一端５ｉから供給されてきた薬液Ｓの流量や水圧が、薬液供給ノズル２３の内
部における２つの流路２３ｆ、２３ｓにて分散されるためである。
【００４２】
　尚、第２の流路２３ｓは、第１の流路２３ｆから径方向Ｋに大きく偏芯して位置してい
ると、第１の流路２３ｆに連通していたとしても第２の流路２３ｓ内の薬液Ｓが入れ替わ
り難く古い薬液Ｓが残留しやすくなってしまうことから、第２の流路２３ｓの偏芯量は、
古い薬液Ｓの残留が防げるとともに薬液採取口５ｋからの薬液Ｓの吹き出しが防げる程度
に設定されることが好ましい。
【００４３】
　また、図２に示すように、薬液供給ノズル２３の薬液採取口５ｋから薬液受け止め部材
２７までの部位の外装に、薬液受け止め部材２７によって貯留された薬液供給ノズル２３
内の薬液Ｓの液面レベルを告知する指標６０が形成されていてもよい。
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【００４４】
　指標６０が薬液供給ノズル２３に形成されていることにより、薬液採取口５ｋから試験
紙７０やピペット等の採取器具を薬液供給ノズル２３内に挿入した際、仮に薬液供給ノズ
ル２３の外装が有色部材から形成されていて内部が見えなかったとしても、どこまで挿入
すれば薬液Ｓに接触できるかを容易に作業者に認識させることができる。
【００４５】
　尚、指標６０の代わりに、薬液供給ノズル２３を透明部材から構成しても指標６０と同
様の効果を得ることができる。尚、その他の内視鏡洗浄消毒装置１の構成は、従来と同じ
であるため、その説明は省略する。
【００４６】
　次に、本実施の形態の作用について、具体的には、薬液Ｓの濃度をチェックする方法に
ついて説明する。
【００４７】
　先ず、作業者は、図１に示すように、薬液供給部材７を駆動させて、薬液貯留部１５か
ら薬液供給管路５を介して、他端５ｔの開口から洗浄消毒槽４に薬液Ｓを供給する。
【００４８】
　その後、洗浄消毒槽４へ薬液Ｓを所定量供給した後、薬液供給部材７の駆動を停止させ
る。その結果、薬液供給部材７の駆動停止に伴い、他端５ｔの開口から洗浄消毒槽４に供
給されなかった薬液供給管路５内の薬液Ｓが、薬液供給管路５の一端５ｉ側に重力落下す
るが、その落下した薬液Ｓは、薬液供給ノズル２３内の薬液受け止め部材２７によって受
け止められることにより、薬液供給ノズル２３内に貯留される。
【００４９】
　次いで、作業者は、薬液採取口５ｋから蓋体１６を抜去して、薬液採取口５ｋを介して
、薬液供給ノズル２３内に、図４に示すように、試験紙７０を挿入し、薬液受け止め部材
２７によって貯留された薬液Ｓに試験紙７０の先端側を浸漬させる。
【００５０】
　最後に、作業者は、薬液採取口５ｋを介して試験紙７０を抜去し、薬液採取口５ｋに蓋
体１６を装着し、取り出した試験紙７０の薬液Ｓに浸漬された部位の色から、薬液Ｓの濃
度を判定する。
【００５１】
　尚、勿論、試験紙７０を用いずに、薬液採取口５ｋを介して薬液供給ノズル２３内にピ
ペット等の採取器具を挿入して、薬液受け止め部材２７によって貯留された薬液Ｓを採取
し、薬液採取口５ｋを介して採取器具を取り出して、採取した薬液Ｓの濃度を、測定装置
を用いて測定しても良い。
【００５２】
　このように、本実施の形態においては、薬液供給ノズル２３内に、薬液供給部材７の駆
動停止後、一端５ｉ側に重力落下してくる薬液Ｓを受け止める薬液受け止め部材２７が設
けられているとともに、薬液供給ノズル２３の頂部５ｐに、薬液供給ノズル２３内に試験
紙７０や採取器具を挿入する用の薬液採取口５ｋが形成されていると示した。
【００５３】
　このことによれば、薬液採取口５ｋを介して、試験紙７０または採取器具を薬液供給ノ
ズル２３内に挿入し、薬液受け止め部材２７によって受け止められた薬液Ｓに試験紙７０
を浸漬させるまたは採取器具を用いて薬液Ｓを採取するのみで薬液Ｓの濃度を簡単にチェ
ックすることができる。
【００５４】
　よって、既存の薬液供給ノズル２３内に薬液受け止め部材２７を設け、さらに、頂部５
ｐに薬液採取口５ｋを設けるのみの簡単な構成により、薬液Ｓを採取でき、薬液Ｓの濃度
を測定することができる。
【００５５】
　このため、薬液Ｓを採取するのに別途採取用の管路を設ける必要が無いばかりか、洗浄
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消毒槽４に薬液Ｓが全て貯留されるまで待つ必要がなく、内視鏡１００の洗浄消毒後、作
業者は、いつでも薬液採取口５ｋを介して薬液Ｓの濃度チェックを行うことができること
から作業性が良い。
【００５６】
　さらには、薬液採取口５ｋは、薬液供給ノズル２３の頂部５ｐに形成されていることか
ら、作業者は、薬液Ｓの濃度をチェックする際、内視鏡洗浄消毒装置１の上方から作業を
行えば良く、しゃがむ必要がない。
【００５７】
　以上から、簡単かつ安価に、作業性良く薬液Ｓの濃度をチェックすることができる構成
を具備する内視鏡洗浄消毒装置１を提供することができる。
【００５８】
　尚、以下、変形例を、図７、図８を用いて示す。図７は、薬液受け止め部材を容器から
構成した変形例を示す図、図８は、薬液採取口から出し入れ自在な薬液受け止め部材とな
る容器の変形例を示す図である。
【００５９】
　上述した本実施の形態においては、薬液受け止め部材は、逆止弁や電磁弁等の弁部から
構成されていると示したが、これに限らず、図７に示すように、第２の流路２３ｓに設け
られた薬液採取口５ｋに向けて開口２８ｋを有する容器２８であっても構わない。
【００６０】
　また、容器は、図８に示すように、下部に所定量の薬液Ｓが貯留できる貯留部８０ｃを
有する、貯留部８０ｃ以外には複数の孔部８０ｈを有する薬液採取口５ｋを介して出し入
れ自在な容器８０であっても構わない。
【００６１】
　このような図８に示す容器８０を用いれば、薬液採取口５ｋを介して容器８０を取り出
すのみで、採取器具を用いなくとも容易に薬液Ｓを採取することができる他、仮に、作業
者が、薬液供給ノズル２３内において試験紙７０を落としてしまったとしても、落ちた試
験紙７０は、容器８０内に収納されるため、作業者は、容器８０と薬液採取口５ｋから取
り出すのみで、容易に試験紙７０を取り出すことができる。
【００６２】
　次に、本実施の形態において内視鏡洗浄消毒装置１の一例を、図９を用いて説明する。
図９は、内視鏡洗浄消毒装置の一例を、トップカバーが開放され、洗浄消毒槽に内視鏡が
収納自在な状態において示す内視鏡洗浄消毒装置の斜視図である。
【００６３】
　同図に示すように、内視鏡洗浄消毒装置１は、使用済みの内視鏡１００を洗浄、消毒す
るための装置であり、装置本体２と、その上部に、例えば図示しない蝶番を介して開閉自
在に接続されたトップカバー３とにより、主要部が構成されている。
【００６４】
　トップカバー３が、装置本体２に閉じられている状態では、装置本体２とトップカバー
３とは、装置本体２及びトップカバー３の互いに対向する位置に配設された、例えばラッ
チ８により固定される構成となっている。
【００６５】
　装置本体２の操作者が近接する図中前面であって、例えば左半部の上部に、洗剤／アル
コールトレー１１が、装置本体２の前方へ引き出し自在に配設されている。
【００６６】
　洗剤／アルコールトレー１１には、内視鏡１００を洗浄する際に用いられる液体である
洗浄剤が貯留された洗剤タンク１１ａと、洗浄消毒後の内視鏡１００を乾燥する際に用い
られる液体であるアルコールが貯留されたアルコールタンク１１ｂとが収納されており、
洗剤／アルコールトレー１１が引き出し自在なことにより、各タンク１１ａ、１１ｂに、
所定に液体が補充できるようになっている。
【００６７】
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　尚、洗剤／アルコールトレー１１には、２つの窓部１１ｍが設けられており、該窓部１
１ｍにより、各タンク１１ａ、１１ｂに注入されている洗浄剤及びアルコールの残量が操
作者によって確認できるようになっている。
【００６８】
　また、装置本体２の前面であって、例えば右半部の上部に、カセットトレー１２が、装
置本体２の前方へ引き出し自在に配設されている。カセットトレー１２には、内視鏡１０
０を消毒する際に用いる、例えば過酢酸等の消毒液が注入された薬液ボトル１２ａが収納
されており、カセットトレー１２が、引き出し自在なことにより、薬液ボトル１２ａを所
定にセットできるようになっている。
【００６９】
　さらに、装置本体２の前面であって、カセットトレー１２の上部に、洗浄消毒時間の表
示や、消毒液を加温するための指示釦等が配設されたサブ操作パネル１３が配設されてい
る。
【００７０】
　また、装置本体２の図中前面の下部に、装置本体２の上部に閉じられているトップカバ
ー３を、操作者の踏み込み操作により装置本体２の上方に開くためのペダルスイッチ１４
が配設されている。
【００７１】
　また、図２に示すように、装置本体２の上面の、例えば操作者が近接する前面側の両端
寄りに、装置本体２の洗浄、消毒動作スタートスイッチ、及び洗浄、消毒モード選択スイ
ッチ等の設定スイッチ類が配設されたメイン操作パネル２５が設けられている。
【００７２】
　また、装置本体２の上面であって、操作者が近接する前面に対向する背面側に、装置本
体２に水道水を供給するための水道蛇口に接続された図示しない給水ホースが接続される
給水ホース接続口３１が配設されている。尚、給水ホース接続口３１に、水道水を濾過す
るメッシュフィルタが配設されていてもよい。
【００７３】
　さらに、装置本体２の上面の略中央部に、内視鏡収納口をトップカバー３によって開閉
される、内視鏡１００が収納自在な洗浄消毒槽４が設けられている。洗浄消毒槽４は、槽
本体５０と該槽本体５０の内視鏡収納口の外周縁に連続して周設されたテラス部５１とに
より構成されている。
【００７４】
　槽本体５０は、使用後の内視鏡１００が洗浄消毒される際、該内視鏡１００が収納自在
であり、槽本体５０の槽内の面である底面５０ｔには、槽本体５０に供給された洗浄液、
水、アルコール、消毒液等を槽本体５０から排水するための第１の排水口５５が設けられ
ている。
【００７５】
　また、槽本体５０の槽内の面である周状の側面５０ｓの任意の位置に、槽本体５０に供
給された洗浄液、水、消毒液等を、内視鏡１００の内部に具備された各管路に供給する、
またはメッシュフィルタ等を介し、後述する給水循環ノズル２４から槽本体５０に再度上
記液体を供給するための循環口５６が設けられている。尚、循環口には、洗浄液等を濾過
するメッシュフィルタが設けられていても良い。
【００７６】
　尚、上述した循環口５６は、槽本体５０の底面５０ｔに設けられていてもよい。循環口
５６が槽本体５０の底面５０ｔに設けられていれば、内視鏡１００の各管路、または再度
槽本体５０への、洗浄液、水、消毒液等の供給タイミングを早めることができる。さらに
、ユーザが循環口５６に設けられたメッシュフィルタ等を交換するに際し、底面に設けら
れていると、操作者がアプローチしやすくなるといった利点がある。
【００７７】
　洗浄消毒槽４の槽本体５０の底面５０ｔの略中央部に、洗浄ケース６が配設されている
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。　洗浄ケース６には、内視鏡１００の各スコープスイッチ等のボタン類、内視鏡１００
に併設されている取り外し可能な部品が収容される。その結果、各ボタン類及び取り外し
た部品は、内視鏡１００と一緒に洗浄、消毒される。
【００７８】
　槽本体５０の側面５０ｓの任意の位置に、槽本体５０に供給された洗浄液、水、消毒液
等の水位を検出するカバー付き水位センサ３２が設けられている。　
　テラス部５１のテラス面５１ｔ以外の面、即ち槽本体５０の底面５０ｔと平行な面に、
槽本体５０に対し、洗剤タンク１１ａから水道水により所定の濃度に希釈される洗浄剤を
供給するための洗剤ノズル２２及び、薬液貯留部１５（図１参照）から、薬液供給部材７
（図１参照）により、薬液Ｓの一例となる消毒液を供給するための薬液供給ノズル（消毒
液ノズル）２３が配設されている。
【００７９】
　さらに、テラス部５１の槽本体５０の底面５０ｔと平行な面に、槽本体５０に対し、給
水するための、または槽本体５０の循環口５６から吸引した洗浄液、水、消毒液等を、再
度槽本体５０に供給するための給水循環ノズル２４が配設されている。
【００８０】
　尚、洗剤ノズル２２、消毒液ノズル２３及び給水循環ノズル２４は、テラス面５１ｔに
配設されていても良い。
【００８１】
　また、テラス部５１のテラス面５１ｔの操作者近接位置４ｋに対向する側の面５１ｆに
、内視鏡１００の内部に具備された管路に、洗浄液、水、アルコール、消毒液、またはエ
ア等を供給するための複数、ここでは２つの送気送水／鉗子口用ポート３３と、鉗子起上
用ポート３４と、漏水検知用ポート３５とが配設されている。
【００８２】

　本出願は、２０１１年７月１５日に日本国に出願された特願２０１１－１５６９８９号
を優先権主張の基礎として出願するものであり、上記の内容は、本願明細書、請求の範囲
、図面に引用されたものである。

【要約】
　薬液貯留部１５と、洗浄消毒槽４と、一端５ｉが薬液貯留部１５に連通し、他端５ｔが
洗浄消毒槽４に向かって開口された薬液供給管路５と、薬液供給部材７と、薬液供給部材
７の駆動停止に伴い他端５ｔの開口から洗浄消毒槽４に供給されずに重力落下した薬液Ｓ
を受け止める薬液受け止め部材２７と、薬液供給管路５において、薬液受け止め部材２７
と他端５ｔの前記開口との間の位置に設けられた、蓋体１６により開閉自在な薬液採取口
５ｋと、を具備している。
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